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──は、相当期間内に懲戒の手続を終えない
ことについての異議の申出の手続の流れ。
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【注】１．日弁連及び弁護士会の請求に基づく手続を除く。

　　　２．各委員会の議決に基づく日弁連及び弁護士会の決定は除く。

　　　３．数字のみを記載したものは弁護士法の条文を指す。 （２００４年４月１日施行）


